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「未成年者取消権」は、消費者被害から未成年者を守
まも

るためのものです。 
 

ただし、次
つぎ

のような場合は取り消すことができません。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

【アドバイス】 

◆ 必
かなら

ず取り消しができるとは限
かぎ

りません。簡単
かんたん

に契約しないようにしま

しょう。 

◆ 未成年者の取り消しは、はがきなどの書面
しょめん

で通知
つ う ち

しましょう。 

（未成年者本人
ほんにん

からでも、法定代理人からでも取り消しができます。） 
 
 
 

 
 

消費者ホットライン☎１８８
い や や

 
―あなたの地域の消費生活センターにつながりますー 

 
北九州市立消費生活センター【ウェルとばた７Ｆ】☎８６１－０９９９ 

小倉北【小倉北区役所西棟１Ｆ】          ☎５８２－４５００ 
小倉南【小倉南区役所３Ｆ】            ☎９５１－３６１０ 
八幡西【八幡西区役所コムシティ４Ｆ】    ☎６４１－９７８２ 

≪わからないことや困
こま

ったことがあれば、すぐに家族
か ぞ く

や消費
しょうひ

生活
せいかつ

センターに

相談
そうだん

しましょう。≫  

 

 

まもりん みもりん 

※通話料はすべて有料です。 

◆ 18歳
さい

から成年者
せいねんしゃ

とされ、17歳
さい

までを未成年者
みせいねんしゃ

と言
い

います。 

◆ 未成年者の場合
ば あ い

、契約
けいやく

には保護者
ほ ご し ゃ

などの法定
ほうてい

代理人
だいりにん

の同意
ど う い

が必要
ひつよう

です。 

◆ 未成年者が法定代理人の同意を得
え

ずに契約した場合には、「未成年

者取消権」によって、その契約を取
と

り消
け

すことができます。 

『未成年者
み せ い ね ん し ゃ

取消権
と り け しけん

』を知ろう！ 

➢ 法定代理人の同意を得て行
おこな

った契約。 

➢ お小遣
こ づ か

いの範囲内
はんいない

で行った契約。 

➢ 未成年者が、「成年者である」「保護者の同意を

得ている」と偽
いつわ

った場合。 

➢ 成年に達
たっ

してから商品
しょうひん

やサービスを受
う

けたり、

代金
だいきん

を支払
し は ら

ったりした場合。など 

 


